
 

 

平成２４年４月１１日  

国土交通省中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所  

 

お 知 ら せ 

 

１．件   名  重点的撤去区域の公示をしました。  

（桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路  

一級河川木曽川水系木曽川右岸１０．４～１２．６ Km 付近）  

 
２．概   要   国土交通省木曽川下流河川事務所では、木曽三川下流部に

おいて河川法の許可を得ず河川内に係留している船舶（いわ

ゆる不法係留船）の対策を進めています。         

「木曽三川下流部不法係留船対策に係る計画書 (平成２３年

６月２２日策定 )」に基づき、木曽川右岸 10.4～ 12.6km 付近

を「重点的撤去区域」に定めていることを公示し、平成２４

年度から平成２５年度にかけて、この区域に係留している不

法係留船舶に対し、強制的な撤去措置を実施していきます。 

 

 

３．配布資料  公示（重点的撤去区域） 

 

４．解   禁  指定なし 

 

５．配  布  先  桑名記者クラブ、津島記者クラブ、大垣記者クラブ 

 

６．問い合わせ先  国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 

   占用調整課長    安藤 康生 

                                 占用調整指導官  松岡 功 

  TEL  0594-24-5718 FAX  0594-24-5725 

     （ AM8:30～ PM5:15）  

 

NEWS RELEASE 



公 示

「木曽三川下流部不法係留船対策に係る計画書」において「重点的撤去区域」を次の

ように定めているので公示する。

関係図書は、木曽川下流河川事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２４年４月１１日

国土交通省中部地方整備局長

１．河川名

一級河川木曽川水系 木曽川

２．重点撤去区域の範囲

桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路

木曽川右岸１０．４ｋ付近から１２．６ K付近

３．設定時期

平成２３年６月２２日

４．強制的な撤去指導措置に関すること

河川管理者が個別に通知する期限までに不法係留船（係留施設を含む）を自主

的に河川区域外へ撤去又は、適法な保留・保管場所に移動させない場合は、法律

に基づき河川管理者において強制的に撤去する。



重 点 的 撤 去 区 域

【平成２３年度】 

ケレップ水制群 

木曽川 右岸 １４．０K～２４．４K付近 

 

【平成２４年度～２５年度】 

西川地先から船頭平閘門木曽川水路 

木曽川 右岸 １０．４ｋ～１２．６K付近 

 

 

【平成２４年度から平成２５年度】 

凡例 

木曽川下流河川事務所 

西川地先から船頭平閘門木曽川水路 
木曽川 右岸 １０．４ｋ～１２．６K付近 
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